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1 ● センターの概要

理事長   堀尾容康

センターの概要

はじめに

一般財団法人電気技術者試験センターは国や各都道府県が実施してきた電気関係の資格試験を一元的に実施す

る組織として１９８４年（昭和５９年）に設立されました。以降、様々な業務を追加し、現在は電気事業法及び

電気工事士法等に基づき、①電気主任技術者及び、②電気工事士の国家試験実施、及び③免状交付（電気主任

技術者）を行う指定試験機関です。

近年、社会の情報化、電動化、地球温暖化対策強化の中で、電気エネルギーの供給と利用は新たな広がりを見

せています。それらを支える電気設備・工作物は私たちの生活や経済活動にとって不可欠な社会基盤であると

ともに、そこに従事する様々な技術者、特に電気主任技術者、電気工事士の活躍の場が広がっています。

私たち電気技術者試験センターは、産学官から選ばれた数百名の試験委員とともに、問題づくりから試験、採

点、合否判定までを一貫して実施しています。毎年度３０万人を超える方々に受験いただく国家試験として、

正確性と品質を常に最高レベルに保つため、多重チェックやプロセス分析、外部有識者点検等を導入し常に生

産性を高め、個人情報保護など各種の法令遵守を徹底しています。

また、これらの取り組みの１つの現れとして、２０２３年度（令和５年度）よりCBT（コンピューターと情報

ネットワークを使った試験）など、事故や自然災害等にも柔軟で堅牢なシステム導入を実現することができま

した。今後とも、国家試験の公正かつ的確な遂行という使命に基づき、電気技術者を目指す方々のために常に

課題に取り組み、多様な受験機会を確保し、公正かつ的確に試験を実施します。

変わらぬご理解とご支援のほどよろしくお願いいたします。
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電気主任技術者試験及び電気工事士試験を実施し、合わせて電気技術者の資質の維持、

向上を図り、もって我が国の電気保安の確保に寄与することを目的とする。

設立の目的を達成するため、次の事業を行う。

1 電気事業法第45条第２項の規定に基づく電気主任技術者試験

2 電気工事士法第７条第１項の規定に基づく電気工事士試験

3 前各号に掲げる試験以外の電気技術者試験

4 試験事業の実施等に関する調査研究

5 試験事業等に関する周知広報事業

6 電気技術者の資質の向上に関する事業

7 前各号に掲げるもののほか、試験センターの目的達成に必要な事業

設立の目的

事業の内容

信頼される電気技術者の

創出を目ざして



3 ● センターの概要

役員名簿 （令和8年4月1日現在）

機構と組織

評議員会

監   事第一・二種電気主任技術者試験委員会

第三種電気主任技術者試験委員会

第一種電気工事士試験委員会

第二種電気工事士試験委員会

事務局

総務部 主任技術者試験部 工事士試験部 試験業務部

理事会

理事長

専務理事

業務監査・コンプライアンス推進委員会

入札等審査委員会
国家試験管理監・判定員

（日本各地に配置）

大学教授・研究者、高校教諭、企業技術者などの
学識者を試験委員として任命

受験総合
支援センター

監査法人 法律事務所

情報管理
政策室

弁護士、会計士、企業経営者等の外部有識者、法人
による運営状況の点検、助言

調査分析・広報、技術者育成
支援、電気主任技術者免状の
発行

情報セキュリティ
・個人情報保護

電気主任技術者に必要な
知識・判断能力の検討、
出題・採点・合否判定

電気工事士に必要な知識・
判断能力及び技能の検討、
出題・採点・合否判定

各種受験相談・申請支援、
CBT/PBT試験及び技能試験
実施、災害対応

令和５・６年度新設・改編

理 事 長 （ 常 勤 ） 堀 尾 容 康
専務理 事 （ 常 勤 ） 山 崎 正 史
理 事 （ 非常勤 ） 江 口 和 広
理 事 （ 非常勤 ） 菊 地 康 二
理 事 （ 非常勤 ） 古 関 隆 章
理 事 （ 非常勤 ） 髙 野 憲一郎
理 事 （ 非常勤 ） 中 西 英 夫
理 事 （ 非常勤 ） 日 置 賢 司
理 事 （ 非常勤 ） 山 根 香 織

監 事 （ 非常勤 ） 佐 藤 育 子
監 事 （ 非常勤 ） 蛭 田 朝 子
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昭和 59 年   8 月

昭和 59 年 10 月 

昭和 59 年 12 月 

昭和 62 年   9 月

平成   8 年   8 月

平成   9 年 10 月

平成 23 年   4 月

財団法人の設立許可

電気関係の国家試験を公正かつ的確に実施するための試験機関として試

験センターの設立が許可される。

第三種電気主任技術者試験について指定試験機関の指定

電気事業法に基づく第三種電気主任技術者試験の実施に関する事務を行

う指定試験機関として試験センターが指定を受ける。

電気工事士試験について指定試験機関の指定

電気工事士法に基づく電気工事士試験の実施に関する事務を行う指定試

験機関として試験センターが指定を受ける。

第二種電気工事士試験に加え、第一種電気工事士試験も実施

電気工事士法の改正により第二種電気工事士（それまでの電気工事士）試

験に加え、新たに誕生した第一種電気工事士試験も試験センターで実施す

ることとなる。

第一種及び第二種電気主任技術者試験について指定試験機関の指定

電気事業法に基づく第一種及び第二種電気主任技術者試験の実施に関

する事務を行う指定試験機関として試験センターが指定を受ける。

電気主任技術者試験免状交付事務を受託

電気主任技術者試験の合格者に対する免状交付の事務を経済産業大

臣から受託。

公益法人制度改革により一般財団法人へ移行

沿 革
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事業用電気工作物  

第一種電気主任技術者  

第二種  電気主任技術者  

電圧17万ボルト以上の

事業用電気工作物

電圧17万ボルト未満の

事業用電気工作物

第三種電気主任技術者

電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物

（出力5千キロワット以上の発電所を除く。）

例）上記電圧の5千キロワット未満の発電所や電気

事業者から上記の電圧で受電する工場、ビル

などの需要設備

例）  上記電圧の発電所、蓄電所、変電所、送配電線路や電気事業者か

ら上記電圧で受電する工場、ビルなどの需要設備

● 電気主任技術者試験の実施

我が国では、電気保安の確保の観点から事業用電気工作物（電気事業用及び自家用電気工作物）の設置

者（ 所有者）には、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を

選任しなくてはならないことが、電気事業法により義務付けられています。

電気主任技術者の資格には、第一種、第二種及び第三種電気主任技術者の3種類があり、試験センターで

はこの3種類の電気主任技術者試験を実施しています。

電気主任技術者試験の実施

電気主任技術者の種類と範囲

電気主任技術者試験の範囲

試験実施内容

項 目
第一種

電気主任技術者試験

第二種

電気主任技術者試験

第三種

電気主任技術者試験

試験科目

及 び

科目の内容

（1）一次試験（4  科目、科目別に試験実施）

（2）二次試験（2  科目、科目別に試験実施）

─────

解答方式

（1）一次試験

マークシートに記入する多肢選択方式

筆記方式： マークシートに

記入する五肢択一方式

CBT 方式： パソコンを用い
て解答する五肢択一方式

（2）二次試験

記述式
─────

科目別合格制度
（科目合格留保制度）

（1）一次試験
試験の結果は、科目別に合否が決まり、一部の科目だけ合格した場合は科目合格となって、第

一種及び第二種においては翌年度及び翌々年度の試験で、第三種においては、最初に合格した

試験以降最大で連続して 5 回まで申請によりその合格している科目の試験が免除されます。

一次試験留保制度

（2）二次試験
科目別合格制度はありませんが、一次試験合格年度に不合格

でも翌年度は一次試験が免除されます。

─────

科目名 科 目 の 内 容 

理   論 電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測

電   力
発電所、蓄電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路（屋内配線

を含む。）の設計及び運用並びに電気材料

機   械
電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自

動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理

法   規 電気法規（保安に関するものに限る。）及び電気施設管理

科目名 科 目 の 内 容 

電力・管理

発電所、蓄電所及び変電所の設計及び運転、

送電線路及び配電線路（屋内配線を含む。）の

設計及び運用並びに電気施設管理

機械・制御
電気機器、パワーエレクトロニクス、自動

制御及びメカトロニクス
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電気主任技術者試験の合格者数は、試験センターで試験を行ってから第一種が累計約2,690人、第二種が

累計約12,700人、第三種が累計約18.6万人となり、多くの電気技術者を社会に輩出しております。

［単位：人］

電気主任技術者試験の統計推移

年   度

第一種 第二種

申込者数 合格者数 申込者数 合格者数

平成9年度〜令和3年度 51,119 2,058 232,481 10,415

令和4年度 2,015 143 8,661 698

令和5年度 2,012 129 8,976 474

令和6年度 2,042 112 9,815 553

令和7年度 2,153 245 10,143 611

年   度

第三種

申込者数 合格者数

昭和60年度〜 令和3年度 2,005,187 154,573

令和4年度 85,929 7,307

令和5年度 70,810 9,894

令和6年度 66,628 8,181

令和7年度 66,551 6,365

第一種及び第二種電気主任技術者試験

● 受験申込み

● 試験実施日

5月中旬〜6月上旬

一次試験 8月下旬（日曜日）

二次試験  11月中旬（日曜日）

● 受験手数料 インターネット

書面

13, 800円

14,200円

第三種電気主任技術者試験

● 受験申込み 上期 5月中旬〜6月上旬

下期 11月上旬〜11月下旬

● 試験実施日 上期 筆記方式 8月下旬（日曜日）

CBT方式 7月中旬〜8月上旬

下期 筆記方式 3月下旬（日曜日）

CBT方式 2月上旬〜2月下旬

● 受験手数料 インターネット

書面
7,700円
8,100円

電気主任技術者試験の試験実施時期（令和８年度）



7 ● 電気工事士試験の実施

第一種電気工事士

自家用電気工作物で

最大電力  500 キロワット未満の需要設備

（工場、ビル等の電気設備）

第二種電気工事士

一般用電気工作物等

（一般住宅や小規模な店舗、事業所等の電気設備）

我が国では、電気工事の欠陥による災害の発生を防止するために、電気工事士法によって一定範囲の電気工

作物について電気工事の作業に従事する者の資格が電気工事士法により定められています。

電気工事士の資格には、第一種電気工事士と第二種電気工事士があり、試験センターではこの2種類の電気

工事士試験を実施しています。

電気工事士の種類と範囲

電気工事士試験の範囲

試験実施内容

項 目 第一種電気工事士試験 第二種電気工事士試験

学科試験

以下に掲げる科目について試験を実施します。

①電気に関する基礎理論

②配電理論及び配線設計

③電気応用

④電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事
用の材料及び工具並びに受電設備

⑤電気工事の施工方法

⑥自家用電気工作物の検査方法

⑦配線図

⑧発電施設、送電施設及び変電施設の基礎
的な構造及び特性

⑨一般用電気工作物等及び自家用電気工作
物の保安に関する法令

①電気に関する基礎理論

②配電理論及び配線設計

③電気機器、配線器具並びに電気工事用
の材料及び工具

④電気工事の施工方法

⑤一般用電気工作物等の検査方法

⑥配線図

⑦一般用電気工作物等の保安に関する法令

解答方式
筆記方式：マークシートに記入する四肢択一方式 

CBT 方式：パソコンを用いて解答する四肢択一方式

技能試験

以下の事項の全部又は一部について受験者が持参する作業用工具により、配線図で与え

られた問題を、支給される材料で一定時間内に完成させる方法で実施します。

①電線の接続

②配線工事

③電気機器、蓄電池及び配線器具の設置

④電気機器、蓄電池、配線器具並びに電
気工事用の材料及び工具の使用方法

⑤コード及びキャブタイヤケーブルの取付け

⑥接地工事

⑦電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定

⑧自家用電気工作物の検査

⑨自家用電気工作物の操作及び故障箇
所の修理

①電線の接続

②配線工事

③電気機器及び配線器具の設置

④電気機器、配線器具並びに電気工事用
の材料及び工具の使用方法

⑤コード及びキャブタイヤケーブルの取付け

⑥接地工事

⑦電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定

⑧一般用電気工作物等の検査

⑨一般用電気工作物等の故障箇所の修理

技能試験候補問題の
公表

当該年度の技能試験候補問題（主として配線図）を公表します。なお、詳細は「受験案内」

又は当試験センターのホームページをご覧ください。

電気工事士試験の実施
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電気工事士試験の試験実施時期（令和８年度）

電気工事士試験の合格者数は、試験センターで試験を行ってから第一種が累計約38.1万人、第二種が累計

182.2万人となり、多くの方が社会で活躍しております。

電気工事士試験の統計推移

年   度

第一種

申込者数 合格者数

昭和63年度〜 令和3年度 1,191,178 315,492

令和4年度 49,636 16,672

令和5年度 45,819 15,834

令和6年度 50,511 17,004

令和7年度 50,937 16,509

年   度

第二種

申込者数 合格者数

昭和60年度〜 令和3年度 4,429,659 1,546,367

令和4年度 188,431 70,888

令和5年度 173,133 67,749

令和6年度 172,108 66,215

令和7年度 185,056 71,471

［単位：人］

第一種電気工事士試験

2月中旬〜3月上旬

7月下旬〜8月中旬

● 受験申込み   上期

下期

● 試験実施日

上期 学科試験 CBT 方式 4月上旬〜5月上旬

技能試験  7月上旬（土曜日）

※上期学科試験はCBT方式のみとなります。

下期 学科試験 筆記方式 10月上旬（日曜日）

CBT 方式 9月上旬〜10月中旬

技能試験 11月下旬（日曜日）

● 受験手数料  インターネット 13,000円 ● 受験手数料  インターネット 11, 100円

書面 14, 400円 書面 12,500円

第二種電気工事士試験

● 受験申込み   上期   3月中旬〜4月上旬

下期   8月中旬〜9月上旬

● 試験実施日

上期 学科試験 筆記方式   5月下旬（日曜日） 

CBT 方式   4月下旬〜6月上旬 

7月中旬

筆記方式 10月下旬（日曜日）

CBT 方式 9月下旬〜11月上旬

12月中旬

技能試験

下期 学科試験

技能試験

（土曜日または日曜日）

（土曜日または日曜日）



9 ● 電気技術者に関する調査・研究事業

電気技術者に関する調査・研究事業

電気技術者試験受験者実態調査

①調査目的

受験者の属性・受験動機等を把握することを通じて、電気技術者に求められる社会ニーズの所在を明らかにす

ることを目的としています。

②調査概要

電気技術者試験受験者に対し、年代別構成、属性や受験動機などについてアンケート調査を行い調査結果を

報告書としてとりまとめ、ホームページを通じて公表することにより、関係者の活用に供しています。

令和 7年度受験申込者年代別構成

本調査は、電気技術者試験(電気主任技術者及び電気工事士)に合格し、資格取得後にさまざまな分野で活

躍している電気技術者に対して、具体的な活動内容や活躍の様子をインタビュー形式で調査し、その結果を
ホームページを通じて公表しています。

令和７年度取材時の写真

電気技術者活動実態調査



10● 電気技術者資質向上事業

「電気技術者資質向上事業」は、関係機関が実施を計画する電気技術者の資質向上を目的とする事業を支援す

ること等により、当事業の着実な実施、さらなる普及・拡大等を通じて、電気技術者の資質の向上を図り、もっ

て我が国の電気保安の確保に寄与することを目的としています。

令和7年度については下記事業を始め、12事業を支援しました。

・第30回配電工事安全技能競技会

・第37回引込および内線工事技能オリンピック大会

・第25回高校生ものづくりコンテスト全国大会電気工事部門

・第54回全九州技能競技大会

電気技術者資質向上事業

1. 事業の目的

2. 支援対象事業の実施結果

3. 大会風景



試験センター所在地

一般財団法人 電気技術者試験センター
（Examination Center for Electrical Engineers）

〒 104-8584 東京都中央区八丁堀 2-9-1（RBM 東八重洲ビル 8F）

受験に関する問い合わせ

電話 03-3552-7691

明治屋

京橋駅 銀座線

宝町駅 都営浅草線

味の素

首都高速道路  

一般財団法人電気技術者試験センター

秋田

銀行

昭 和 通 り

朝日

ビル

大垣共
立銀行

（八 丁 堀 2 丁 目 ） 平 成 通 り

鉄鋼
会館

東急
ビル

ライオンズ

八丁堀駅

交番

コンビニ

コンビニ

至日本橋
中 央 通 り

日比谷線 
至茅場町 

新 大 橋 通 り

▲

至
東
京

駅

東
日
本
銀
行

高
島
屋

ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン

八

重

洲

通
り

宝
町
歩
道
橋

宝
橋

久
安
橋

阪
本
小
学

校

鍛

冶

橋

通
り

シティビル

至銀座

ぬ利彦

▼

▼

▼

コンビニ

電気技術者試験の実施に関すること、当試験センターの概要等については、

当試験センターのホームページに掲載していますのでご覧ください。

ホームページのアドレスは以下のとおりです。

https://www.shiken.or.jp/

2026.04

都営地下鉄 

ＪＲ東日本

東京メトロ

東京メトロ

東京メトロ 

ＪＲ東日本

浅 草 線 宝 町 駅

京 葉 線 八丁堀駅

日比谷線 八丁堀駅

銀 座 線 京 橋 駅

東 西 線 茅場町駅

他 東 京 駅

A２出口 

A３出口 

A５出口 

４番出口 

12番出口

八重洲中央口

徒歩５分

徒歩５分

徒歩５分

徒歩８分

徒歩10分

徒歩15分

試験センターへの案内図

https://www.shiken.or.jp/
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